
45

精神障害者保健福祉手帳１級が「障害者医療費」
の助成対象に！

●
受
給
資
格
の
手
続
き

◎
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

　

の
方

　

対
象
者
に
は
、
個
別
に
申
請
手
続

　

等
の
ご
案
内
を
し
ま
す
。

◎
子
ど
も
医
療
費
に
つ
い
て

　

次
の
方
は
、
受
給
資
格
の
申
請
手

　

続
き
が
必
要
で
す
。

○
現
在
、
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る

　

児
童
（
平
成
８
年
４
月
２
日
か
ら

　

平
成
14
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

　

れ
た
方
）
※
現
在
、
心
身
障
害
者

　

医
療
費
や
一
人
親
家
庭
等
医
療
費

　

を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
除
き

　

ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
児
童
が
加
入
す
る
健
康
保
険
証
の

　

写
し

・
印
鑑

・
振
込
口
座
の
わ
か
る
も
の
（
郵
便

　

局
を
除
く
。
）

・
平
成
20
年
度
所
得
証
明
書
（
平
成

　

20
年
１
月
１
日
現
在
に
川
越
町
に

　

住
所
が
な
か
っ
た
方
の
み
）

※
児
童
手
当
の
申
請
等
で
平
成
20
年

　

度
所
得
証
明
書
を
提
出
さ
れ
た
方

　

は
、
不
要
で
す
。

・
受
給
資
格
証
を
役
場
福
祉
課
で
交

　

付
し
ま
す
。

申
請
期
間　

８
月
11
日
（月）
〜
８
月
29

日
（金）
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

申
請
場
所　

役
場
福
祉
課

助
成
方
法

●
小
学
生
ま
で
の
場
合

・
県
内
医
療
機
関
等
に
か
か
っ
た
場

　

合

　

現
在
の
乳
幼
児
医
療
費
の
よ
う
に

　

受
給
資
格
証
を
医
療
機
関
等
の
窓

　

口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
県
外
の
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
場

　

合

　

保
険
点
数
の
明
記
し
て
あ
る
領
収

　

書
と
受
給
資
格
証
を
持
っ
て
役
場

　

福
祉
課
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
中
学
生
の
場
合

・
受
給
資
格
証
は
、
発
行
し
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
、
役
場
福
祉
課
に
備
え

　

付
け
ら
れ
た
「
中
学
生
入
院
医
療

　

費
助
成
申
請
書
」
に
必
要
事
項
を

　

書
い
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
保
険
点
数
の
明
記
し
て
あ
る
領
収
書

・
児
童
の
加
入
す
る
健
康
保
険
証
の

　

写
し

・
印
鑑

・
振
込
口
座
の
わ
か
る
も
の
（
郵
便

　

局
を
除
く
。
）

問
い
合
わ
せ
先

　
　
福
祉
課　

℡
３
６
６
・
７
１
１
６

9
月
か
ら

９
月
に
敬
老
年
金
、

　

障
が
い
年
金
を
支
給
し
ま
す

　

毎
年
９
月
末
に
、
敬
老
年
金
と

障
が
い
年
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

支
給
の
対
象
と
な
る
方
は
、
左

の
表
の
と
お
り
で
す
。

　

あ
ら
た
に
対
象
と
な
る
方
に
は
、

申
請
の
ご
案
内
を
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
ま
だ
申
請
を
し
て
い
な

い
方
は
、
忘
れ
ず
に
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
に
は
、
申
請
書

と
障
が
い
者
手
帳
（
障
が
い
年
金

の
み
）
、
印
鑑
、
年
金
の
振
込
み

を
希
望
す
る
通
帳
が
必
要
で
す
。

　

支
給
資
格
要
件

の
基
準
日
は
、
９

月
１
日
現
在
で
、

障
が
い
年
金
の
場

合
は
障
が
い
者
手

帳
の
交
付
を
受
け
、

有
効
期
間
が
切
れ

て
い
な
い
こ
と
が

要
件
と
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

敬
老
年
金
、
障

が
い
年
金
の
受
給

資
格
要
件
と
支
給

額
は
、
表
の
と
お

り
で
す
。

障害がいのある方を対象とした
　　　ＮＨＫ放送受信料の免除基準が変わります
　平成20年10月より、障がい者に対する放送受信料の免除が拡大されることに
なりました。障害者基本法に定める「身体障害者」・「知的障害者」・「精神障
害者」が免除の対象となります。10月からの免除を受けるために、８月から申
請受付をいたしますので、障害者手帳をご持参の上、福祉課窓口へお越しくださ
い。

【免除対象となる「障がい者」とは】

全額免除 
【障がい者の方を世帯構成員に有する場合】

半額免除
【障がい者の方が世帯主の場合】

身体障害者

知的障害者

精神障害者

新たな基準新たな基準現行の基準

生活保護法による最低生活費
の額に身体障害者特別加算額
を加算した額の費用によって
営まれる世帯

重度の知的障害者を構成員に
有する世帯で、世帯構成員全
員が町民税非課税

適用外

現行の基準

適用外

適用外

　

児
童
扶
養
手
当
や
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、
毎
年

８
月
に
現
況
届
（
所
得
状
況
届
）
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
届
は
、
受
給
者
と
児
童
の
生
活
状
況
等
に
つ
い
て
審
査
を
し
、
引
き

続
い
て
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
大
切
な

届
で
す
。
こ
の
届
を
提
出
し
な
い
と
平
成
20
年
８
月
か
ら
の
手
当
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
届
の
提
出
が
な
い
と
受
給
資
格
が
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
中
の
方
は
、
現
況
届
を
次
の
期
間
内
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
※
詳
細
は
、
個
人
あ
て
通
知
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間
…
８
月
１
日
（金）
〜
８
月
27
日
（水）　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時　

※
土
・
日
曜
日
を
除
き
ま
す
。

提
出
場
所　

福
祉
課

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
中
の
方
は
、
所
得
状
況
届
を
次
の
期
間

内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
※
詳
細
は
個
人
あ
て
通
知
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

提
出
期
間　

８
月
11
日
（月）
〜
８
月
29
日
（金）　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時　

※
土
・
日
曜
日
を
除
き
ま
す
。

提
出
場
所　

福
祉
課

問
い
合
わ
せ
先　

福
祉
課　

℡
３
６
６
・
７
１
１
６　

半額免除
【障がい者の方が世帯主の場合】

身体障害者

知的障害者

精神障害者

・身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する視覚・
　聴覚障害者 
・身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者の
　うち、障害等級が１級または２級である重度の障害者

所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相
談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精
神保健指定医により重度の知的障害者と判定された者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害
者保健福祉手帳を所持する者のうち、障害等級が１級である重
度の精神障害者

全額免除 
【障がい者の方を世帯構成員に有する場合】

身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する
身体障害者

所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童
相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター
または精神保健指定医により知的障害者と判定された者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精
神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者

「
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
」

「
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
」

　
　

の
提
出
を
お
忘
れ
な
く
！

「
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
」

「
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
」

　
　

の
提
出
を
お
忘
れ
な
く
！

助成の対象者は、中学生までで、中学生は入院に係る医療費のみ対象。
「乳幼児医療費」が「子ども医療費」に！
助成の対象となる医療費は、通院に係る医療費のみです。

児
童
扶
養
手
当
現
況
届

特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届

重度の精神障害者(1級)

重度の知的障害者（A1・A2）

・視覚・聴覚障害者 
（変更なし） 
・重度の身体障害者1・2級
（内部障害等を追加）

・視覚・聴覚障害者
・重度のし体不自由者

世帯構成員全員が
町民税非課税

世帯構成員全員が
町民税非課税
（重度以外も対象）

世帯構成員全員が
町民税非課税

年金の
種　別 受給資格要件 支給額

敬　老
年　金

障がい
年　金　

９０歳以上に方

７５歳以上９０歳未満の方

身体障がい者　１級、２級の方

身体障がい者　３級の方

知的障がい者　Ａの方

知的障がい者　Ｂの方

精神障がい者　１級の方

精神障がい者　２級の方

年額　１０，０００円

年額　　６，０００円

年額　１０，０００円

年額　　６，０００円

年額　１０，０００円

年額　　６，０００円

年額　１０，０００円

年額　　６，０００円


